

調査票御記入担当者　殿　御中

船舶の部品等に係るサプライチェーンリスクの点検につきまして
（調査御協力依頼）

国海産第４７１号
令和５年３月８日

　平素より国土交通行政に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨今、国際情勢の複雑化・社会経済構造の変化等に伴い、我が国安全保障を確保するために経済施策を一体的に講ずることが重要となっております。そこで昨年５月、経済活動や国民生活が依拠している重要な物資（特定重要物資）の安定的な供給の確保等に関する「経済安保推進法」が成立し、一部の舶用機器（２ストローク主機・そのクランクシャフト、プロペラ、ソナー）が指定されたところです。
　一方、我が国重要産業が直面するリスクの点検・評価を行う政府の「経済安全保障重点課題検討会議」において、今年度も重要な物資のサプライチェーン上のリスクを不断に点検・評価していくことが確認されました。
　つきましては、我が国の海上輸送と船舶の建造を支える造船業・舶用工業についてのサプライチェーン上のリスク点検（特定重要物資として指定済みの舶用機器を含む）のため、標題の調査への御協力を賜りたく、大変お忙しいところ短期間の御依頼となり誠に恐縮でございますが、別添「調査票」の各御質問事項に関し、「別紙」への御回答・御意見の御記入をいただきますようお願い申し上げます。
　なお、本調査票に御記入いただきました内容は、原則として調査結果に関する政府内検討にのみ使用することとし、事前の御了承を頂くことなく、個社名や個社の情報が特定できる形で対外的に公表することはございません。
　また、本調査及び調査票の内容について御質問等ございましたら、下記担当者までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
（〆切）
令和５年３月１６日（木）１７：００
（担当者）
国土交通省海事局　船舶産業課　濱中、吉開
〒１００－８９１８　東京都千代田区霞が関２－１－３
TEL：０３－５２５３－８６３４（課直通）
Mail：hamanaka-i2qh@mlit.go.jp、yoshikai-r2me@mlit.go.jp 
	御記入日
	

	貴社名
	○○株式会社

	所在地
	〒

	御社事業概要
	○○（製品名）向け××（製品名）の製造・販売・修理

	御記入担当者様氏名・役職名
	

	御担当者様連絡先
	TEL：0X-XXXX-XXXX（内線XXXX）
Mobile：0XX-XXXX-XXXX
Mail：~~~~@~~~.co.jp



調査票

＜造船各社＞
１．注視すべき舶用製品又は原材料等※ 　※生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置又はプログラム
御社の船舶に用いられる舶用製品又は原材料等の中で、その供給が途絶するおそれ（３．参照）があり、仮に途絶した場合、我が国における船舶の建造が困難となるものがあれば別紙の様式の該当欄に御記入ください。（いくつでも可。一つの舶用製品又は原材料等で一行としてください。）
なおその際、当該舶用製品又は原材料等の用途のほか、現在の主な供給先の国名・企業名、あれば今後代替供給先として考えられる主な国名・企業名も合わせて御記入ください。
[bookmark: _GoBack]２．１．の舶用製品又は原材料等の途絶の影響度及び起こりやすさ 
１．で挙げていただいた舶用製品又は原材料等の途絶が、国内での船舶の安定的な供給に及ぼす影響度の大きさ及びその途絶の起こりやすさ（可能性）について、別紙の様式の該当欄において以下から選択のうえで、その理由を御記入ください。
· 影響度　　　　大（影響が大きい）　中（ある程度）　小（影響は小さい）
※影響度については、当該舶用品が使用される船舶の種類等（船種・サイズ等によらずなのか、特定の船種・サイズ等
　に限って利用されるものなのか等）、代替品の存在などを考慮してご回答ください。
· 起こりやすさ　高（可能性は高い）　中（ある程度）　低（可能性は低い）
※起こりやすさについては、今後１０年間程度の期間を想定してご回答ください。供給元の数や、複数の供給元があ
　る場合は同じ要因で一斉に供給途絶が生じ得るのかそうではないのかという点も考慮してご回答ください。

＜舶用機器製造各社＞
１．注視すべき部品又は原材料等※ 　※ある物資の生産に必要な原材料、設備、機器、装置又はプログラム
御社の船舶用製品の部品又は原材料等の中で、その供給が途絶するおそれ（３．参照）があり、仮に途絶した場合、当該船舶用製品の生産・供給が困難となるおそれのあるものがあれば別紙の様式の該当欄に御記入ください。（いくつでも可。一つの部品又は原材料等で一行としてください。）
なおその際、当該部品又は原材料等の用途のほか、現在の主な供給先の国名・企業名、あれば今後代替供給先として考えられる主な国名・企業名も合わせて御記入ください。
２．１．の部品又は原材料等の途絶の影響度及び起こりやすさ 
１．で挙げていただいた部品又は原材料等の途絶が、国内での船舶用製品の安定的な供給に及ぼす影響度の大きさ及びその途絶の起こりやすさ（可能性）について、別紙の様式の該当欄において以下から選択のうえで、その理由を御記入ください。
· 影響度　　　　大（影響が大きい）　中（ある程度）　小（影響は小さい）
※影響度については、当該舶用品が使用される船舶の種類等（船種・サイズ等によらずなのか、特定の船種・サイズ等
　に限って利用されるものなのか等）、代替品の存在などを考慮してご回答ください。
· 起こりやすさ　高（可能性は高い）　中（ある程度）　低（可能性は低い）
※起こりやすさについては、今後１０年間程度の期間を想定してご回答ください。供給元の数や、複数の供給元があ
　る場合は同じ要因で一斉に供給途絶が生じ得るのかそうではないのかという点も考慮してご回答ください。
＜各社共通＞
３．１．の物資、部品又は原材料等の途絶を引き起こすリスク要因 
別紙の様式の該当欄において１．で挙げていただいた物資、部品又は原材料等の「途絶（リスク事象）の類型」及び「途絶を引き起こすリスク要因の類型」を次ページの選択肢からそれぞれ選択のうえ、その具体例や今後の起こりやすさ等について説明を御記入ください。
４．供給途絶リスクに対する平時の対応策、供給途絶時の対応策
別紙の様式の該当欄において３．で挙げていただいたリスク事象及びリスク要因に対する現在及び今後における「平時の対応策」、「供給途絶時の対応策」を御記入ください。
（様式に記載してありますが、今後の対応策の期間としては、５年程度を想定しております。）
その際、国へ期待する支援措置があればあわせて御記入ください。

「途絶（リスク事象）の類型」
1 主たる供給国からの供給途絶（原材料等を輸入している場合）
2 海上輸送ルートからの供給途絶（同上。供給国からの供給量ではなく、輸送そのものが途絶する場合）
3 他国に対する我が国競争力の低下による供給能力不足（我が国企業の供給シェアと供給量の低下）
4 国内の要因による供給途絶
「途絶を引き起こすリスク要因」
(1) 資源ナショナリズムの高まり（供給国における輸出制限等の措置導入）
(2) 外部依存の高まり（外部依存度や単一供給源への依存性の高まり）
(3) 世界的な需要の高まりによる調達の困難化
(4) 供給網における人権問題（供給国側の人権侵害を理由に輸入できなくなる等）
(5) 地域紛争
(6) 海外における労働争議による物流機能不全（港湾労働者のストライキ等）
(7) 経済的威圧及び経済制裁（我が国と他国との間の輸出入規制等）
(8) 自然災害
(9) 感染症
(10) 事故
(11) サイバー攻撃
(12) デカップリングの深刻化（我が国輸出先市場からの締め出し）
(13) 国内外の法制度・ルール変更（環境規制、耐震規制等）
(14) レピュテーション（環境問題等を起因とした世論圧力等による操業停止、不買運動等）
(15) 戦略物資としての囲い込み
(16) 国内供給能力の不足（人材、生産施設、投資額の不足、調達元の供給体制の脆弱化）
(17) 外国企業の技術開発及び生産力の向上による、わが国の競争力低下
(18) 不採算化等による撤退・事業売却
(19) 外国企業等による買収に起因する生産停止又は減産
(20) 技術の海外流出（技術者の退職や転職、国内産業基盤の海外移転等）
(21) 新技術による構造転換への対応の遅れ
